
 

2024 年 11 月 20 日 

各 位 

会 社 名  株式会社 TWOSTONE&Sons 

代表者名  代表取締役 CEO  河端 保志 

（コード番号：7352  東証グロース） 

問合せ先  取締役 CFO 経営戦略本部長 加藤 真 

（TEL．03－6416－0057） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、2024 年 10 月 28 日の取締役会において、2024年 11 月 28 日開催予定の第 12 回定時株主総会に、定

款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、情報

開示が遅れましたことを謹んでお詫び申し上げます 

 

記 

 

１． 定款変更の理由 

（１）当社および子会社の事業活動の現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）に

つきまして事業目的の追加および変更を行うものであります。 

（２）株主総会の運営について当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、あらかじめ取締役が

定める取締役が株主総会の招集権者および議長にあたるよう、現行定款第 13 条（招集権者および議長）

を変更するものであります。 

（３）取締役会の運営について今後の経営環境の変化や当社の多様な事業展開に迅速かつ柔軟に対応できる体

制とするため、あらかじめ取締役会が定める取締役が取締役会の招集権者および議長にあたるよう、現行

定款第 22 条（取締役会の招集権者および議長）を追加変更するものであります。 

 

２．変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

 （下線は変更部分） 

現 行 定 款 変  更  案 

第１章 総則 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社（外国会社を

含む。）、組合（外国における組合に相当する

ものを含む。）その他これに準ずる事業体の株

式または持分を所有することにより、当該会社

の経営管理を行うことを目的とする。 

第１章 総則 

（目 的） 

第２条 当会社は、次の事業を営む会社（外国会社を

含む。）、組合（外国における組合に相当する

ものを含む。）その他これに準ずる事業体の株

式または持分を所有することにより、当該会社

の経営管理を行うことを目的とする。 

１．～24.（条文省略） １．～24.（現行どおり） 

（新設） 25.ＩＴ活用に関する教育、研修、セミナーおよびそ

の講演の企画・運営 

（新設） 26.スクールの企画および運営業務 

（新設） 27.人材の教育訓練、指導および育成事業 



  

（新設） 28.キャリアコンサルティング業務 

25.前各号に附帯または関連する一切の事業 29.前各号に附帯または関連する一切の事業 

  

（招集権者および議長） 

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役会の決議によって、取締役CEOが

招集する。取締役CEOに事故があるときは、あ

らかじめ取締役会において定めた順序により、

他の取締役が招集する。  

（招集権者および議長） 

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を

除き、取締役会の決議に基づき、代表取締役が

これを招集し、議長となる。 

  ② 株主総会においては、取締役COOが議長とな

る。取締役COOに事故があるときは、あらかじ

め取締役会において定めた順序により、他の取

締役が議長となる。 

  ② 代表取締役が複数あるときは、前項の招集権

者および議長は、代表取締役のうち、取締役会

においてあらかじめ定めた者がこれにあたる。 

 

（新設） 

  ③ 前２項の規定に基づき招集権者および議長

に定められた代表取締役に事故があるときは、

取締役会においてあらかじめ定めた順序に従

い、他の取締役が株主総会を招集し、議長とな

る。 

  

（取締役会の招集権者および議長） 

第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除

き、取締役CEOがこれを招集し、議長となる。

取締役CEOに事故があるときは、取締役会にお

いてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役

が取締役会を招集し、議長となる。  

（取締役会の招集権者および議長） 

第22条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除

き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。 

 

（新設） 

  ② 代表取締役が複数あるときは、前項の招集権

者および議長は、代表取締役のうち、取締役会

においてあらかじめ定めた者がこれにあたる。 

 

（新設） 

  ③ 前２項の規定に基づき招集権者および議長

に定められた代表取締役に事故があるときは、

取締役会においてあらかじめ定めた順序に従

い、他の取締役が取締役会を招集し、議長とな

る。 

  

３． 日程 

 定款変更のための株主総会開催日 2024 年 11 月 28日（予定） 

定款変更の効力発生日      2024 年 11 月 28 日（予定） 

 

以 上 


